
【
自
営
業
者
な
ど
】

▼
事
業
を
営
ん
で
い
る
方

▼
農
業
に
よ
る
所
得
が
あ
る
方

▼
不
動
産
所
得
が
あ
る
方

▼
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
方

の
う
ち
、
昨
年
中
の
所
得
金
額
の

合
計
額
が
、
配
偶
者
控
除
・
扶
養

控
除
・
基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控

除
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

【
給
与
所
得
者
（
会
社
員
な
ど
）】

▼
給
与
収
入
が
２
，０
０
０
万
円

を
超
え
る
方

▼
給
与
所
得
以
外
の
所
得
合
計
額

が
20
万
円
を
超
え
る
方

▼
２
か
所
以
上
の
会
社
か
ら
給
与

を
も
ら
っ
て
い
る
方

【
そ
の
他
】

▼
年
の
途
中
に
退
職
し
、
年
末
調

整
を
行
っ
て
い
な
い
方

▼
医
療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す

る
方

▼
印
鑑　

※
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可

▼
給
与
所
得
又
は
年
金
所
得
の

あ
っ
た
方
は
、
源
泉
徴
収
票
や
支

払
者
の
証
明
書

▼
各
種
領
収
書
又
は
証
明
書
（
生

命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
国
民

健
康
保
険
税
・
国
民
年
金
保
険
料

　上尾税務署からのお知らせ
※混雑の状況により、相談時間内でも受付を終了する場合があります。
　平成23年分の所得税の申告用紙は１月下旬に送付する予定です。
　なお、昨年パソコンを利用して確定申告を行った方などには、申告

書に代えて申告に必要な情報などを記載した「お知らせはがき」を
送付します

※２月19・26日の日曜日に限り、税務署で確定申告の相談・申告書の
受付を行います（現金納付の窓口業務は行いません）。また、日曜
日は混雑が予想されますので、できるだけ平日をご利用ください

久保
交差点

久保西
交差点 コンビニ

上平小学校

芝川小学校

上尾税務署

埼玉県上尾地方庁舎

至
桶
川

至
桶
川

至
大
宮 至さいたま

埼
玉
県
食
品

流
通
セ
ン
タ
ー

  バス停
「上尾税務署前」

北
上
尾
駅

国
道
17
号
線

中
山
道 上尾市

農協上
平支店

PAPA
上尾ショッピングセンター

 バス停
「上平支所前」

 バス停
「税務署入口」

県道上尾・久喜線

　今年も確定申告の時期となりました。確定申告は、１年間に生じた所得に対する税金を精算する
大切な手続きです。上尾税務署やクレアこうのす等で次のとおり受付を行います。申告納税制度の
趣旨から、自分で正しく申告書を作成し、申告期限内に申告しましょう。
� 問い合わせ／上尾税務署（☎０４８－７７０－１８００・自動音声案内）

と き 2月16日㈭〜3月15日㈭
相談時間＝９時〜17時　※土・日・祝日を除く
※還付申告の方は１月４日㈬から申告書を提出可

申告会場
（送付先）

〒３６２−８５０４　上尾市大字西門前５７７

上尾税務署 （確定申告書在中）

　

申
告
相
談
会
場
は
大
変
混
み
合

い
ま
す
。
前
も
っ
て
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
が

申
告
す
る
場
合
に
は
、
支
払
先
が

発
行
す
る
源
泉
徴
収
票
が
必
要
で

す
。
な
お
、
源
泉
徴
収
税
額
が
な

い
場
合
に
は
、
還
付
金
は
あ
り
ま

せ
ん

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

「
医
療
を
受
け
た
方
」「
病
院
・
薬

局
」
ご
と
に
領
収
書
等
を
整
理
・

計
算
し
、
明
細
書
（
同
時
配
布
の

「
上
尾
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）
を
作
成
の

う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
領
収
書
の
日
付
が
23
年

で
あ
る
こ
と
を
必
ず
確
認
し
て
く

だ
さ
い

▼
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
又
は
23
年
中

に
支
払
っ
た
領
収
書
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
国
民
年
金
保
険
料
の
支

申
告
に
必
要
な
も
の

注
意

■ご自宅のパソコンで申告書が作成できます　※届出不要、確定申告期間中は24時間利用可
　確定申告の会場は大変混雑します。国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定
申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力するだけで、税額など
が自動計算され、確定申告書を簡単に作成することができます。作成した申告書等は、
印刷して税務署に郵送等により提出することができますので、ご利用ください。
■ｅ-Tax（国税電子申告・納税システム）※事前に税務署へ届出が必要
　自宅や事務所からインターネットを利用して申告や納税ができます。

平成

23年分
所得税
還付・確定申告のご案内

な
ど
）

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方

は
、
医
療
費
の
明
細
書

▼
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
ら

れ
る
方
は
、
障
害
者
手
帳
又
は
障

害
者
控
除
対
象
者
等
認
定
書
を
必

ず
持
参
し
、
相
談
時
に
提
示

確
定
申
告
が
必
要
な
方
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払
額
は
、
市
役
所
で
は
証
明
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
直
接
、
日
本
年
金

機
構
（
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０
︲
０
７
０
︲
１
１

７
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
還
付
及
び
振
替
納
税
の
口
座
の

指
定
に
は
申
告
者
本
人
の
口
座
が

必
要
で
す
。
事
前
に
金
融
機
関
名

及
び
口
座
番
号
を
確
認
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
振
替
納
税

の
申
込
み
に
は
、
金
融
機
関
へ
の

届
出
印
が
必
要
で
す
。
振
替
納
税

は
４
月
20
日
㈮
が
振
替
日
に
な
り

ま
す
（
振
替
納
税
以
外
の
方
は
３

月
15
日
㈭
が
所
得
税
の
納
期
限
で

す
）

▼
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出

し
た
方
は
、
市
・
県
民
税
申
告
書

の
提
出
は
不
要
で
す

　

市
で
は
、
今
年
も
所
得
税
の
還

付
申
告
及
び
確
定
申
告
の
臨
時
受

付
会
場
を
下
表
の
と
お
り
設
置
し

ま
す
。
受
付
で
き
る
申
告
は
、
給

与
・
年
金
収
入
・
配
当
（
分
離
を

除
く
）・
雑
・
一
時
所
得
の
簡
易

な
還
付
申
告
と
確
定
申
告
で
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
申
告

納
税
制
度
の
趣
旨
か
ら
、
自
分
で

正
し
く
作
成
し
提
出
す
る
「
自
書

申
告
」
に
な
り
ま
す
。
次
の
①
～

⑩
の
申
告
は
、
市
の
会
場
で
の
受

市
内
で
の
申
告

付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
上
尾
税

務
署
へ
お
願
い
し
ま
す
。
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
事
業
所
得
（
営
業
等
、
農
業
）、

不
動
産
所
得
な
ど
の
申
告
（
繰
越

損
失
を
含
む
）

②
土
地
建
物
等
の
分
離
・
総
合
譲

渡
所
得
に
関
す
る
申
告
（
繰
越
損

失
を
含
む
）

③
株
式
及
び
先
物
取
引
な
ど
の
分

離
課
税
所
得
に
関
す
る
申
告
（
繰

越
損
失
を
含
む
）

④
青
色
申
告

⑤
雑
損
控
除
（
災
害
や
盗
難
、
横

領
に
よ
る
損
失
な
ど
）
の
申
告

⑥
過
年
度
分
の
申
告

⑦
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
）
を
初
め
て
受
け

ら
れ
る
方
の
申
告

⑧
死
亡
さ
れ
た
方
の
準
確
定
申
告

⑨
更
正
の
請
求
・
修
正
申
告
な
ど

⑩
贈
与
税
・
消
費
税
の
申
告

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
ご
自

身
や
扶
養
親
族
の
方
等
が
所
有
す

る
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受

け
ら
れ
た
方
は
、
震
災
特
例
法
に

よ
り
、
平
成
22
年
分
又
は
平
成
23

年
分
所
得
税
の
一
部
の
軽
減
（
雑

損
控
除
）
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
対
象
者
へ
は
、
１
月

震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら

れ
た
方
の
説
明
会
を
開
催

中
旬
に
案
内
通
知
を
送
付
し
ま
す

が
、
該
当
さ
れ
る
方
で
通
知
が
届

か
な
い
場
合
は
、
上
尾
税
務
署
へ

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

と
き
／
２
月
８
日
㈬
・
９
日
㈭
・

16
日
㈭
・
17
日
㈮

と
こ
ろ
／
ク
レ
ア
こ
う
の
す

必
要
書
類
等
／
案
内
通
知
の
ほ

か
、
次
の
①
～
⑦
の
書
類
等
を
お

持
ち
く
だ
さ
い

①
被
害
を
受
け
た
資
産
、
取
得
時

期
、
取
得
価
格
の
分
か
る
も
の

②
被
害
を
受
け
た
家
屋
の
取
得
価

格
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
そ
の

面
積
の
分
か
る
も
の

③
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
壊

し
・
除
去
・
修
繕
費
用
の
分
か
る

も
の
（
領
収
書
・
見
積
書
等
）

④
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
受

け
取
る
保
険
金
等
の
金
額
の
分
か

る
も
の

⑤
り
災
証
明
書
（
資
産
税
課
に
て

交
付
）

⑥
印
鑑　

※
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可

⑦
源
泉
徴
収
票
等
の
確
定
申
告
に

必
要
な
書
類

※
そ
の
他
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

雑
損
控
除
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
／
上
尾
税
務
署
（
☎
０
４
８
︲

７
７
０
︲
１
８
０
０
・
自
動
音
声

案
内
）

種 類 と　き 申告会場 地　区
還付
申告

２月６日㈪・７日㈫ 吹上公民館
２月８日㈬・９日㈭ クレアこうのす

確定
申告

２月16日㈭

クレア
こうのす

人形、本町、本宮町、雷電、加美、宮地、東、天神

２月17日㈮ 富士見町、鴻巣、上・下生出塚、中央、ひばり野、生出塚、
栄町、大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、幸町

２月20日㈪ 箕田、 すみれ野、 中井、 三ツ木、 愛の町、 川面、 寺谷、
市ノ縄、 八幡田、 神明、 稲荷町、 赤見台

２月21日㈫ 原馬室、 滝馬室、 逆川、 小松、 松原、 氷川町、 笠原、 郷地、
安養寺、 常光、 下谷、 上谷、 西中曽根

２月22日㈬
川里農業研修
センター

関新田、 新井、 境、 上会下
２月23日㈭ 屈巣
２月24日㈮ 広田、 北根、 赤城、 赤城台
２月27日㈪

吹上公民館

吹上、 吹上富士見
２月28日㈫ 筑波、 吹上本町
２月29日㈬ 鎌塚、 三町免、 小谷
３月１日㈭ 荊原、 北新宿、 新宿、 下忍
３月２日㈮ 榎戸、 袋、 前砂、 明用
３月５日㈪ 南、 大芦

市内での申告　受付時間＝₉時〜15時30分

※駐車場に限りがあるため、車以外の来場にご協力ください
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